
第 2回新型インフルエンザ等対策有識者会議

議 事 次 第

日時 :平成 24年 9月 11日 (火)15:00～ 17:00

場所 :経済産業省別館 8階 825会 議室

1.開会

2:挨拶 中川正春 国務大臣

3.議事

(1)新型インフルエンザ等緊急事態について

(2)感染防止の協力要請にういて

(3)基本的人権の尊重について

(4)リ スクコミュニケーションにおける個人情報の取扱いについて

4.閉会

(第 2回会議 配布資料)

資料 1 新型インフルエンザ等緊急事態について

資料2 感染防止の協力要請について

資料3 基本的人権の尊重について '

資料4 リスクコミュニケーションにおける個人情報の取扱いについて

(参考資料)新型インフルエンザ等対策有識者会議運営規則



政府対策本部長は、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるもの

「新型インフルエンザ等が国内で発生し、当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民

生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認めるときは、基

本的対処方針等諮問委員会の意見を聴いて、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」を行

う。

<新型インフルエンザ等緊急事態宣言の機能>
① 新型インフルエンザ等緊急事態措置(※ )を講じなければ、医療提供の限界を超えて

しまい、国民の生命・健康を保護できず、社会混乱を招いてしまうおそれが生じるよう

な事態であることを、国民に分かりやすく周知するためのツール。

② 個別の緊急事態措置を行うための第一のトリガー(新型インフルエンザ等緊急事態

措置は、緊急事態宣言の対象期間・区域において、それぞれ個別の根拠条文に従い

運用を判断。)。

(※ )新型インフルエンザ等緊急事態措置

l① 外出自粛要請、興行場、催物等の制限等の要請。指示(潜伏期間、治癒するまでの期間等を考慮)    |
l② 住民に対する予防接種の実施(国による必要な財政負担)③ 医療提供体制の確保 (臨時の医療施設等)|
l④ 緊急物資の運送の要請・指示 ⑤ 政令で定める特定物資の売渡しの要請。収用
l⑥ 埋葬・火葬の特例 ⑦ 生活関連物資等の価格の安定(国民生活安定緊急措置法等の的確な運用)  |
l③ 行政上の申請期限の延長等 ⑨ 政府関係金融機関等による融資         等       |

r
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行動計画に基づき、基本的対処方針策定

検疫の実施、特定接種の実施等

外出自粛、催物の開催の制限の要請等

住民への予防接種
臨時の医療施設における医療提供 等



過去のパンデミックの規模 (参考 )

流行期間
()内は日本国内 通称

死亡者数
()内 は日本国内

致死率

1918～ 1919年

(第 1回流行 :1918年 8月 ～1919年 7月

第2回流行 :1919年 10月 ～1920年 7月

第3回流行 :1920年 8月 ～1921年 7月 )

スペインインフルエンザ
4,000フワA
(約 39万人)

糸匈2%

1957～ 1958年

(:957年の5～ 7月 に第1波、
1957年 9月 ～1958年春に第2波 )

アジアインフルエンザ
200万人以上

(約 7,700人 )
浄旬053%

1968-19691「

(1968年 10月 に流行として認知、1969

年1月 に流行が一斉に拡大 )

香港インフルエンザ
100万 人以上

(約 2.∞0人 )

05%1lT

2009-20104F 新型インフルエンザ

(A/HlNl)
(199名 (日 本 ))

※平成22年 8月 22日 時点
約001%(日 本 )

※推計り患者数 2077万 人

出典 :新型インフルエンザ対策行動計画、J Nau lr,PtlЫにHedth,58(3)2009他

<政府行動計画における入院患者数の推計>
○ 重度 (致死率20%)の場合 :入院患者数の上限 約200万 人

1日 当たりの最大入院患者数 399万人

○ 中等度(致死率053%)の 場合 :入院患者数の上限 約53万人
1日 当たりの最大入院患者数 101万人

※ 全人日の25%が新型インフルエンザに罹患すると想定した場合、医療機関を受診する患者数(上 限値)は、約2,500

万人と推計。
流行が各地域で約8週間続くという仮定。
重度・中等度は、過去に世界で大流行したインフルエンザのデータを使用。



1.新型インフルエンザ等緊急事態の宣言・解除の要件 (政令を規定するための基本的考え

1「新型インフルエンザ等緊急事態」の三要件

(政令要件 I胴民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当

するもの

(法律要件)国 内で発生

(政令要件■)全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるとき

<政令の基本的考え方>
政令で定める要件については、国会において以下のような答弁を行つているが、基本的考え方として

これでよいか。

(政令要件 I)以下のいずれかの要件に該当した場合

① 海外や国内で発生した新型インフルエンザ等感染症の亜型がH5Nlであつた場合

② 海外や国内で発生した新型インフルエンザの臨床例の集積により、通常のインフルエンザとは

異なり、重症症例(多臓器不全、ウイルス性肺炎、1菌症など)が多くみられる場合

(政令要件I)確認された患者が多数の人に感染させる可能性のある行動をとつていたなど多数の患

者が発生する蓋然性が見込まれる場合

く緊急事態宣言の判断の手順イメージ>

・ 厚生労働省及び国立感染症研究所は、WHO、 研究者ネットワーク等を通 じ、海外及び国内の発生状況、

最新の知見を情報収集

・ 関係情報を厚生労働大臣から政府対策本部長に報告。

公示案及び基本的対処方針案を基本的対処方針等諮問委員会に諮つた上で、政府対策本部長が宣言

(&国 会報告、公示)。

(参考)

患者検体に含まれる薇量のウイルス遺伝子を増幅し、分析する検査法。インフルエンザウイルスは、ウイルスごとにA、 B、 Cのいずれか

の型に分頸される。さらこA型 は、Hl～ H16及びNl～ N9の いずれかの組み合わせて亜型に分類される。PCR検 査により、この型、亜型

鵬l⇒
(遺伝子)

例 iA型 でH5Nl壺 型のインフルエンザウイルスであれば 遺伝子タイプは 聖はA型 .亜型は、重型のう

ちH遺伝子はH5タ イブ、N遺伝子はNlタイプの遺伝子が検出される(※ ).

※検査の精度を担保するために 通常ポジティブコントロールというウイルス遺伝子の断片(人 に対す
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機器 解析技術の有無等

(■短の検査法で)

およそ4～ 5時間
およそ8時間



要件 I②関連 ～新型インフルエンザと通常のインフルエンザの症状の違い～ (参考 )

季節型インフルエンザ 緊急事態宣言の対象となると想定される
新型インフルエンザ

周 期 毎冬 10～ 40年に一回

ウイルス
型

A型 (Hl,H3)、 B型、C型
防御免疫あり

A型 (H5、 H7、 H9等 )

防御免疫なし(多数の人が経験していない型 )

症 状 突然の38℃以上の発熱と頭痛、開節痛、筋肉痛など
に加え、鼻汁、咽頭痛、咳などの上気道炎症状がみ
られ、全身倦怠感等の全身症状が強いことが特徴。

予測困難。(高病原性鳥インフルエンザウイルスの人への感
染例では、38℃以上の発熱、嘔吐、胸痛、重症肺炎、鼻出血
脳炎などの症状を弓1き起こし、重症化すると死に至る。)

潜伏期間 1～ 5日 予測困難(―週間程度を見込む )

政令要件Ⅱ関連 ～積極的疫学調査の概要～
O積極的疫学調査とは

届出情報だけでは十分な情報が得られない感染経路、転帰までの症状・治療経過、重症患者の臨床情報、及び基礎
疾患、接触者等の情報について、感染症法15条に基づき、積極的な情報収集を行う。

O実施方法
患者全数把握、患者発生サーベイランスによる定点医療機関、学校サーベイランスによる集団発生した学校の患者

(確定患者及び正当な理由がある疑似症患者)及び接触者について、届出情報だけでは得られない情報を、保健所職員
等の積極的な訪問年により迅速に収集する。
調査は都道府県等が地域の実情に応じて実施し、必要な場合には国が支援を行うこととする。

○収集する主な情報
(l)患者の感染経路  (1)患者の転帰までの症状及び治療経過  (‖ )患者の基礎疾患  (")接触者の情報
く参考 :感染症法 (抄 )>
(澪葉症の発生の状況、動向及び原因の調査)

第十五条 椰遭綺県知事!よ、感染症の発生を予防し 又は感染症の発生の林況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるとき1ま 当議職員に一頸
感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、こ類

`染
症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者.疑似症患者及び無症状病原体保有者、新感染症の

所見がある者ヌは艦棠症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に贅r・|させ、又は必要な調査をさせるこ
と力

`で
きる。

2ょ
歯叢懲奎屋L鷺憲重鴛薯き辞舅諄をキ」男ig庵集翼農彗当:ξξ3蓄

魚の必要があると認めるときは、当該職員に一獨感染症二類感染症、三燿感染
曖奎させるおそれがある動物若しくはその屁体の所有

=若
しくは管理者その躙        [彎ヽまff看ゝ卿 最ぜ』農

者又は感染症を人
7‐

2「新型ィンフルエンザ等緊急事態宣言」の解除

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、

速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨を公示。

具体的には、

① 罹患者の数、ワクチン接種者の数等から、国民の多くが新型インフルエンザ等に対する免疲を獲
得したと考えられる場合

② 罹患者数が減少し、医療提供の限界内に維持しておさまり、社会経済活動が通常ベースで営まれ
るようになった場合

③ 症例が積み重なってきた段階で、当初想定したよりも、新規罹患者数、重症化・死亡する患者数が
少なく、医療提供の限界内に抑えられる見込みがたつた場合

などについて、国内外の流行状況、国民生活、国民経済の状況等を総合的に勘案し、基本的対処方針
等諮問委員会の意見を聴いて、政府対策本部長が速やかに決定することとなるのではないか。



2新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間・区域

型インフルエンザ等緊急事態の内容

政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示をす

る。(特措法第32条第1項 )

O新 型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

O新 型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域

O新 型インフルエンザ等緊急事態の概要

IT¬百′ラル15石藤扇面香画面蔽福輛蔽らぃて |
新型インフルエンザ等緊急事態の期間は、2年を超えない期間。ただし、1回限り、1年延長可能。

実際に設定する期間については、発生時に、新型インフルエンザ等の病原性の程度や流行状況等を

総合的に勘案し、基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴いて決定。

(考え方)

・ 実際に発生した新型インフルエンザ等がどれくらいで季節性になるかは、宣言時にはわからないこ

と。特に新感染症は知見もなし。(新型インフルエンザが大多数の国民に免疫が獲得されて、季節性

インフルエンザになるまでに1～ 2年程度を要するとみられているため、2年としたところ。)

このため、最初は2年と定め、緊急事態措置の必要がなくなり次第速やかに解除することとしては

どうか。

「LF薪亘牙り5万≡万嘉薦懸画面藉石轟悪課吾面勇百31更

~¬

・ 実際に設定する区域については、発生時に、新型インフルエンザ等の流行状況や社会的混乱状況

の広がり等を総合的に勘案し、基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴いて決定。

(考え方)

・ 実際に発生した新型インフルエンザ等がどれくらいのスピードで感染拡大していくかは、宣言時に

はわからないこと。特に新感染症は、あらかじめ知見もなし。

・ このため、区域については以下の基本的考え方でどうか。

イ)原則、広域的な行政単位である都道府県の区域を最小単位とし、区域を設定するのではな

い か 。

口)ただし、離島など都道府県の一部のみを指定、または、一部のみを指定から除外することも

考えられるのではないか。
ハ)原則、イの単位をもとに、発生区域の存する都道府県及びその隣接県を指定するのではな

い か 。

こ)ただし、人の社会的流動性や流行状況等も勘案しつつ、2～3番 目の区域拡大の際には日

本全域を指定する場合も考えられるのではないか。



期間・区域関連 ～新型インフルエンザ(A/H4Nl)の 都道府県別発生状況～
(参考 )

※ 「新型インフルエンザ患者数 (国 内発生)について
(平成21年6月 19日 厚生労働省報道発表資料)よ り

週 初めての患者が発症した都道府県

～5/10 兵庫県

5/11～ 5/´17 滋賀県、大阪府

5/18～ 5/24 埼玉県、東京都、神奈川県、京都府、和歌山県、福岡県

5/25～ 5/31 千葉県、新潟県、山梨県、静岡県、愛知県

6/1～ 6ノ
′7 岩手県、山口県、徳島県

6/8～ 6/14 北海道、秋田県、栃木県、長野県、奈良県、鳥取県、広島県、愛媛県、長崎
県、鹿児島県

6/15
～6/19(11時 時点 )

茨城県、岐阜県、二重県、宮崎県

(3)「新型インフルエンザ等緊急事態の概要Jについて

・ 新型インフルエンザ等の発生状況(患者が確認された地域、患者数等)、 ウイルスの病原性、症状、

感染・まん延防止に必要な情報などを公示。

(考え方)

・新型インフルエンザ対策を推進するためには、国家の危機管理に関わる重要な課題という共通の理
解の下に、国だけでなく、地方公共団体、医療機関、事業者、個人の各 が々役割を認識し、十分な情
報を基に判断し適切な行動をとることが重要である。

最
。このため、新型インフルエンザ等緊急事態における公示においては、以下の情報を盛り込むとしては
どうか。

イ)新型インフルエンザ等の発生状況 (患者数、各々の患者が確認された地域、各々の行動経
路)

口)病原体の病原性
ハ)症状
二)感染・まん延防止に必要な情報



(参考 )

新型インフルエンザ等対策特別措置法 (抄 )

(新型インフルエンザ等緊急事態宣言等)

第二十二条  政府対策本部長は、新型インフルエンザ等 (国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与える

おそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章において同じ。)が国内で

発生 し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそ

れがあるものとして政令で定める要件に該当する事態 (以下 「新型インフルエンザ等緊急事態Jと い

う。)が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公

示 (第五項及び第二十四条第一項において 「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」という。)を し、並び

にその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。
一  新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間

二  新型インフルエンザ等緊急事態措置 (第 四十六条の規定による措置を除く。)を実施すべき区域

三  新型インフルエンザ等緊急事態の概要

2 前項第一号に掲げる期間は、二年を超えてはならない。

3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延の状況並びに国民生活及び国民経済の状況を勘案 し

て第一項第一号に掲げる期間を延長 し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認め

るときは、当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をし、及びこれを国会に報告するもの

とする。

4 前項の規定により延長する期間は、一年を超えてはならない。

5 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置

を実施する必要がなくなつたと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言 (新型

インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)を し、及び国会に報告するものとする。

6 政府対策本部長は、第一項又は第二項の公示をしたときは、基本的対処方針を変更 し、第十八条第二項

第二号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関す

る重要な事項を定めなければならない。

新型インフルエンザ等緊急事態において、感染拡大をできるだけ抑制し、社会混乱を回避するため、

以下のような措置を講じる。

1 不要不急の外出自粛等の要請 (第 1項 )

都道府県知事は、緊急事態において、住民に対し、期間と区域を定めて、生活の維持に必要な場

存除きみだりに外出しないことその他の感染防止に必要な協力主理誼することができる。

2学校、興行場等の使用制限等の要請等(第2項、第3項 )

0 都道府県知事は、緊急事態において、期FH5を定めて、学校、社会福祉施設、興行場等多数の者

限等の措置を講ずるよう要請するこ できる。

○ 上記の場合において、正当な理由がないのに要請に応じないときは、要請を行つた都道府県知事

は、新型インフルエンザ等のまん延防止等のために特に必要があると認める場合に限り、施設の使

用の制限等を指示することができる。(罰則なし)

0要 請・指示を行ったときは、その旨を公表する。

0



<諭点>

① 外出自粛等の要請や施設の使用制限等の措置は、国内で新型インフルエンザ等が発生した後、ど

のような感染段階で行うことが適当か。

② 法第45条第1項の「生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場

所から外出しないこと」とは、具体的にどのような目的の外出を自粛要請の対象とするか。

③ 外出自粛等の要請や施設の使用制限等の措置の期間及び区域の指定の基本的考え方はどうか。

④ 施設制限の要請等の具体的な対象施設の範囲の基本的考え方はどうか(政令事項)。

⑤ 施設制限の要請等の具体的措置の内容の基本的考え方はどうか(政令事項)

(視点)

・ 通常のインフルエンザの主な感染経路は、飛沫感染と接触感染であること。

・ 飛沐の飛散する距離はおおむね2メートル以内であること。

・ 国民の生命・健康の保護のためには幅広く対象とすることが考えられる。その一方で、社会機能的な観点から、

使用制限することが適切ではない施設もあると考えられること。

新 型 イ ン フ

第■段階
‐
海外で発生(病原性が不明な段階)

第 24条第9項に基づく協力要請

季節性インフルエンザと同様の国民へのお願い

0人混みを避ける、手洗い・咳エチケットなど
の感染予防策

○ 消毒液の設置等などの簡易な感染予防策

|:=|:|■ |11■

第 45条に基づく感染防止の協力要請等
0(第 1項 )住民に対する外出自粛要請等

【区城・期間の限定】
・ 不要不急の外出自粛
・ 手洗い。咳エチケットなどの感染予防策

O(第 2項 )施設管理者等に対する施設の使用制限等
【区域・期間の眼定、対象施設の限定】

・ 施設の使用制限
・ 政令で定める措置(施設使用制限の代替措置 (消毒
液の設置等による消毒の徹底などの感染予防策))

|



1特措法第45条に基づく外出自粛等の要請、施設の使用制限等の実施の基本的考え方

(1)特措法第45条に基づく外出自童年の要結 施ヽ設の使用制限等の実施の段階について

○ 現行行動計画では、地域発生早期、地域感染期のうち流行が小規模な段階においては、一定期間、

地域全体で積極的な感染拡大防止策をとることとされている。また、「新型インフルエンザ対策ガイドラ

インの見直しに係る意見書」においても、地域全体での学校の臨時休業等の積極策の検討は、国内

発生早期～流行拡大以前の間に行うこととされ、流行のピークにおいてこれらの積極策が必要となる

ことが考えられる場合についても指摘されている。

【新型インフルエンザ対策ガイ ドラインの見直しに係る意見書の記載】

4 感染拡大防止に関するガイ ドラインについて

(2)各段階における感染拡大防止策
ア 国内発生早期、国内感染期の うち流行が拡大するまでの間の対策

(目 的)

○ 国内発生早期から国内感染期のうち流行が拡大するまでの間においては、患者数が代ない段階で感染の拡大を抑

制することができれば、その後の感染拡大のタイミングを比較的渥らせ、流行のビークを遅延させられる可能ltが あ

ることから

通常の感染防止策を強化する
・入院勧告や接触者への対応等の個人対策を実施する
・場合によつては、一定期間、地域全体で学校・保育施設等の臨時休業、集会の自粛等を行って、感染|_大 を抑制する

等の対策を行 う̂

ウ 国内感染期の うち、流行の ピー クにおける対策

(目 的 )

国内感染期において、さらに流行が拡大 し、
から、基本的には対策を緩和することとなる。

流行がピークとなつた場合、感染拡大防 1ヒ策の効果は期待できないこと

ただ し、患者数の増力0に伴い

じることが望

数が増加する

なお、地域での一斉の学校・保育施設等の臨時休業等については、

リスクもあることから、情報収集を行い適切に判断することが必要となる。

4

Oこれらを踏まえ、基本的には以下のような考え方になるのではないか。

① 流行のピークを遅らせること(医療体制などを平時から緊急時に移行させる準備時間を稼ぐこと)

を目的に発生初期に実施

② 医療体制などの限界を超えて患者数が急増することを防ぐことを目的に、患者の急増により医療

提供のキャパシティを超えそうな時期に実施



(2)「外出自粛等の要請の対象とならない外出の考え方Jについて

○ 大規模な法ん延によつて引き起こされる国民生活及び国民経済並びに医療提供体制にわたる社会

的混乱を防止するため、人と人の接触をできる限り抑制することが必要。

O一方で、外出しなければ、必要な生活・社会機能が動かない。

O具 体的には、外出自粛等の要請の対象とならない外出としては、食料の買い出し、医療機関への通

院、仕事場への出勤など生活の維持のために必要なもの以外の、いわゆる不要不急の外出を自粛

するものとの考え方でよいか。

2外出自粛等の要請の期間、区域 (法第45条第1項)   .        _

(1)「期間の考え方Jについて

第45条第1項に基づく外出自粛等の要請の期間については、新型インフルエンザ等の「潜伏期間及

び治癒までの期間を考慮Jして、感染拡大防止のために効果があると考えられる期間を、基本的対処

方針で示すこととされている。

現時点で、将来発生する新型インフルエンザ等の「潜伏期間や治癒までの期間Jを予測することは

困難である。このため、基本的対処方針で示す期間は、発生時に、その時点の知見も踏まえ、決定

することとなるが、新型インフルエンザについては、季節性インフルエンザの潜伏期間が1～ 5日 、

発症から治癒までの期間がおおむね7日程度であることを踏まえ、おおむね1～ 2週間程度 (注)の

期間となることを想定しているがどうか。

(注 )「新型インフノンエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」(駒哉24年 1月 31日 厚生労働省新型インフルエンザ専門家

会議)では、地域全体での学校等の臨時休業等は「インフルエンザの一般的な潜伏期や平成21年の感染拡大防止策に係

る事例等を踏まえ、1週間程度 (科学的根拠は確立されていない)」 としている。

また、同意見書では、新型インフルエンザ患者の自宅待機期間の目安を「発症した日の翌日から7日 を経過するまで、又
は解熱した日の翌々日までのいずれか長い方]、 患者の同居者の自宅待機期間の目安を「患者が発症した日の翌日から7

日を経過するまで」としている。



(2)「 区域の考え方」について

本措置を実施する区域については、新型インフルエンザ等の「発生の状況を考慮Jして、感染拡大

防止のために効果があると考えられる区域を、基本的対処方針で示すこととされている。

(参考)「新型インフルエンザ等の(中略)発 生の状況を考慮して特定都道府県知事が定める」(法第45条第1項 )

具体的には、人の移動の実態 (鉄道網、通勤・通学圏、商実施設等の集客ルート等)を踏まえて感染拡大

防止に効果があると考えられる区域 (市町村単位、都道府県内のプロック単位)を想定しているがど

うか。

‖「:「
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4.対象施設 (法第45条第2～ 4項 )

①「対象施設Jについて

施設の使用制限・停止、催物の開催制限・停上の要請を行う可能性のある施設を政令で規定。その
対象施設の範囲をどうするか。

【行動計画の記載 (要約)】

・堂逮、保育施設等の設置者 :臨 1寺休業、入学試験の延期等の要請
・集会主催者、興行施設等の運営者 :活動自粛の要請

【現行ガイドラインの記載】

(感染拡大防止に関するガイドライン)

・皇控、保育施設等 :臨時体業の要請

皇会や催し物、コンサート、映画上映、スポーツイベント等不特定多数の者が集まる活動 :自 粛呼び力■ナ
(事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン)

・ 自粛が要請される可能性のある事業者のlll

*不特定多数の集まる施設 :集客施設、興行施設等 (集 会施設、美術館、博物館 動物園 図書館 映画館 劇場 ス

ポーン施設、遊園地等)

〔平成21年の基本的対処方針、基本的対処方針Q&A】
・学校、保育施設等 :臨時体業の要請

「等上高齢者の短期入所生活介護、通所介護、障害児又は障害者の短期入所、就獅 支援等の日中活動を術 障害福祉サービ
ス事業所、通所施設幅 所曖産施設、知的障害児涌園施設り の他、児蓼 児童クラブなどが含まれ乙

*小規模嫌 能型居宅介護 (介護予防小場模多機能型居宅介講)は、その事業全てを臨時休業の対象とすい けではないか
脳 ちサービスのうち、短期入所・通所に相当りるサービスについては自粛を要請すること」も 。

※ なお、5月 η日の基本的対処方針では、「学校Jのうち「大学Jは、多数の児童・生徒が長時間一つの部屋で隣り合って授業を
御 月ヽ・中・高校と授業形態が力なり異なること、‐ 、複数のキャ″ ス`がおa解勒りヵ ,ど、各大学1よって状況が難お た
め、一律の取扱いときず、「総 含ゝめ、できる限り感染め拡 大しないための運営方法を工夫するよう要請」とし0る。

・集会、スポーツ大会等 :開 催 自粛の要請                                  1。

(参考)多数の者が利用する施設として、他法に規定されている例

学校

(な し)

病院又は診療所

1劇■、甲事|ヽ 味甲聟子い率芸,
集会場、公会堂
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集会場

展示場

美術館、博物館

金融機関

ホテル、旅館等の宿泊
施設

(な し)

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行そ 理髪店、■屋、貸衣装屋、銀行そ

詈磐層摯
らに類するサービス葉を

 8磐居身
らに類するサービス業を

ホテル又は旅館

共同住宅、寄宿舎又は下宿

ホテ

'レ

又は旅館

賃費住宅 (共 同住宅に限る。)

寄宿舎又は下宿

病院、診療所



鉄軌道駅、バスタ=ミ
ナル、航空旅客タニミ
ナル

藤経嘗樹btti
類するもの

自動車車庫その他の自動車又は自
転車の停留又は駐車のための施設

くなし)   |

飲食店、キヤ′ヽレー、料理店、ナイトク
ラブ、ダンスホールその他これに類す
るもの

工場

(なし)

(なし)

自動車車庫その他の自動車又は自転
車の停留又は駐車のための施設

公共用歩廊

z矛
辮 π乳 惟 ″織 タ

エ場

事務所

娯楽施設、飲食店

(なし)

事務所

官公庁施設

(なし)

(なし)

層恕1勝難 錯
これらl_Hす ξ″脇騨驚R錯

稀定多数の

公衆浴場

(なし)

公衆沿場

公衆使所

<例1>健康増進法 (平成 14年法律第103号 )

第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の

者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙 (室内又はこれに準ずる環境において、他人

のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

○受動喫煙防止対策について(平成22年 2月 25日 厚生労働省健康局通知))

2法第25条の規定の対象となる施設

法第25条の規定においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、

事務所、官公庁施設、飲食店が明示されているが、本条における「その他の施設 は、鉄軌道駅 バスターミナル、航空旅

客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設 商店、ホテル、旅館筆の宿泊施設、屋外

競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含む1)の であり、本条の趣旨にかんがみ、鉄軌道車両、バス、タ

クシー、航空機及び旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。



<例2>建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号 )

(特定建築物の所有者の努力)

第6条 次に掲げる建築物のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定 (第人
条において「耐震関係規定」という。)に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているもの(以下「特定
建築物」という。)の所有者は、当該特定建築物について耐震診断を行い、必要に応じ、当該特定建築物について耐震改
修を行うよう努めなければならない。
一 学校、体育館、病院、劇場、観覧揚、集会場、展示場 百貨店、事務所、老人ホームその他多数の者が利用する建築
物で政令で定めるものであって政令で定める場模以上の()の

二、三 (略 )

○建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 (平成7年政令第429号 )

(多数の者が利用する特定建築物の要件)

第二条 法第六条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
一 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設  二 診療所  三 映画館又は演芸場
四 公会堂  五 卸売市場又はマーケットその他の物品販売業を営む店舗  六 ホテル又は旅館
七 賃貸住宅(共同住宅に限る。)、 寄宿舎又は下宿
ノヽ 老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
九 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十 博物館、美術館又は図書館  十一 遊技場  十二 公衆浴場
十三 飲食店、キャパレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
十四 理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗  十五 工場
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設
十人 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
2法第6条第1号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 幼稚園又は保育所 階数が二で、かつ、床面積の合計が五百平方メートルのもの
二 月ヽ学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 (以 下「4ヽ学校等」という。)、 老人ホーム又は前項
第人号若しくは第九号に掲げる建築物(保育所を除く。)階数が二で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのもの

三 学校 (幼稚園及び小学校等を除く。)、 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所又は前項第一号から第
七号まで若しくは第十号から第十八号までに掲げる建築物 階数が三で、かつ、床面積の合計が千平方メートルのもの

四 体育館 床面積の合計が千平方メートルのもの                             14

<例3>高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号 )

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十六 特定建築物 クア、な館/1｀

“

匠、 日 興 ′● 、月 ノ` ′′、月P■8〃 l、 六 lpl l土 七 、石 ノヽ ■
‐ヽ ム て

はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含むも
のとする。

○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (平成 18年政令第379号 )

(特定建築物)

第4条 法第2条第16号の政令で定める建築物は、次に掲げるもの (建築基準法第3条第1項に規定する建築物及び文化
財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号の伝統的建造物群
を構成している建築物を除く。)とする。
一 学校  二 病院又は診療所  三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 四 集会場又は公会堂
五 展示場  へ 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗  七 ホテル又は旅館
ノヽ 事務所  九 共同住宅、寄宿舎又は下宿  十 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
十一 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

十二 体育館、水泳場、ポーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場  十二 博物館、美術館又は図書館
十四 公衆浴場

十五 飲食店又はキャパレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

十六 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十七 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの  十人 工場
十九 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
二十 自動車の停留又は駐車のための施設  二十一 公衆便所  二十二 公共用歩廊



では、 限・停止その他政 を行うこ

とができることとなつており、「その他政令で定める措置」として、「消毒液の設置、人数制限等のより私

権制約の度合いの小さい措置が可能であることを明示」することという附帯決議が付されている。

○ このため 以ヽ下の措置を規定してはどうか。

・ 消毒液や手洗いの場所の設置による消毒の徹底、施設等利用者への咳エチケツトの徹底など

の感染予防策の実施

・ 施設等利用者が互いに接触・接近しないようにする(2メートルの間隔をあける)ために必要な

措置の実施

・ 発熱などの症状がある人の入場禁止

・ 施設等利用者が発熱などの感染が疑われる症状を示した場合、消毒・清掃等の必要な感染予

防策を講じることができる体制構築

「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイ膨 イン」(P109-110)

2)自 粛が要請される事業者

O感 染拡大防止の観点からは、不要不急の事業については、可能な限り縮小・休止することが望ましい。中でも、不特定多数

の者が集まる場や機会を提供している事業者については、感染拡大防止の観点から国や地方自治体が事業活動の自粛を要

請することになる。(以 下略)

○ 仮に、それらの事業者が自主的な判断により事業活動を継続しようとする場合、次のような厳格な感染防止策を講じない限り、

感染拡大を促進することになりかねないことに留意する必要がある。

[講じることが必要な感染防止策]

*従業員や訪間者、利用客等などが常に2メートル以上の距離にあり、互いの接触 接近が防止される

*入 口などで発熱などの症状のある人の入場を防ぐ

*入 口などに手洗いの場所を設置する
*突発的に感染が疑われる訪問者、利用客等が来場した場合にも、十分な感染防止策を講じることができる体制を構築する

(参考 )
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映画館、学校、会議場等の開鎖

人
ロ
ー０
万
人
あ
た
り
の
死
亡
事

:6000

14oOo

12000

10000

8000

6000

4ooo

20∞

フイラデルフィア

セントルイス

0‐由――暉

“

L口‐口=二_____― ―――――=ヨ
‐囀―

じ留 り野 喜% :3基  17 1尋駆 聯  据溜
○フイラデルフ″ では、1918年10月 19日時点でピークとなり、死亡率は人口10万人当たり1万3千人以上に達した。

自粛等を実行した結果、ピークはフィラデルフィアより2カ 月近く遅い1918年 12月 14日
ことどまつた。

出典 :Co‖ ins SD,Frost WH,Gove「 MI Sydenstricker E:Morta‖ ty,om inΠ uen2a and pneumonia in the 50 1argest
dles ofthe un led states First Edi‖ on WashingtOn:u S Government Prnlng o爾 ce 1930             18

(参考 )

兵庫。大阪での

(5′18(月 )-5/23(土 ))

爾埼玉県

口千葉県

■東京都

■神奈川県

口新潟県

■山梨県

■愛知県

口静岡県

口滋賀県

口京都府

■大阪府

■兵庫県

■和歌山県

■福岡県

544455
１
　
営
　
い
月
Ｎ
Ｏ
日

４

一■
目

ｏ
月
い
い
日

３

■
国
ｏ
月
ｏ
Ｏ
日

ｏ
月

ヽ

日

ｏ
月

”
日

ｕ
目
月
Ｎ
”
一
“

ｕ
ｎ
月
Ｎ
ヽ
ロ
ロ

ｕ
口
月
Ｎ
Ｏ
一
ロ

０
●
月
い
０
自
ロ

９
口
月
”
ｕ
ロ
ロ

い
目
月
い
０
ロ
ロ

０
口
月
け
ω
ロ
ロ

ｕ
口
月
い
Ｎ
一
ロ

ｕ
月

〓

日=星
混]]涅

日日日日日昌
月 月

日 日

月 月 月 月

日 日 日 日



新
型

イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
対
策

ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
の
見
直

し
に
係

る
意
見
書

(秒
)

公
衆
術
生
対
策
に
係

る
科
学

的
知
見
等

1 
■

●
|1
争

級
口
●

1に
つ

い
て

(早
■
に
お
け
る
●
●
的
学
校
日
m

°  
l・

星晨
晨:

査
Tt
tl
ii
t[
堪

:t
壌
マ 『

1る
11
1[

嵩
?:
37
常
賛奈
鷲 生

[[
言

]ふ

分
子
学
的
に
■
明

し
て
い
る
.2
'

°  1
[l
:1

11
:i
l:
:L
[1
:I
」

:I
il
i[
ii
i"
描

21
1サ

:写
壌漂
豊Lζ
ま

°
世撻

愛
翼

:感
[1
'[
:書
麟

::
::

II
霧
ド撻

1夢
誌

°
‖i

勤
筆11

「
肇

ll
議

[;
健

;:
彗
種
発
稚

'1
[累

:F
希
難
動

需
要

を
●
0～

50
96
■

ら
す

こ
と
が

可
●

で
あ

る
.と

し
て

い
る
.=

°
鷺
輩
ギ
ま』
露
麒
象
島

:瓢
熙

9請
鍛
鷲
株
貯

:賃
:、
昔響

罐

0 
押
●

ら
は
、

ll
●

が
責
,の

初
詢
餃
●

に
あ
る
と
"晰

す
る
こ
準

と
し
て
は
、
1)
イ

ン
フ
ル
エ
ン
サ
サ

詈鉾
晨稀

19
1鷲

ち」
累1

::
精
覧獣
::
L濾

、警
での
性
田

.0
)

'I
当
笛
朝
認
聞

11
欝
欝:
t総

襟路
症 霧

3'
努

1望
鵠

:群
柵

雲
,魚

濡
11
謝

|ぃ
.b
.2
Q“

“

■
m輌

■
mⅢ

“
JJ
“

慟
e“

■
h"
um
“

Am
m■

″
8 
al
d

t3
●

=‐
日円

O 
fi
O 
ty
 i
n'
12
1n
[u
ro
 S
,i
v●

 1
即

"J
m 
4:
4(
22
)

'S
h 
n●

1 
1k
aい

に
ot
al
 H
●

|●
●口

o′
ov
ol
工

i●
na
ry
,■

ョ
Y“

`O
f 
th
 i
fl
u8
12
●

A“
'M
)p
l●

|●
γ■

"l
t鶴

“

′

2∞
e 
t中

o口
1劃

=Ⅲ
 l
ol
`p
′

tl
J●

=,
ro
f 

●
of
 t
he
 v
 r
u8
83
 1
■

JR
"o
 P
te
S 
01
o 
":
01
61
6)

1 
03
ul
卜
●‐

=S
V●

 
●r
"″

 e
t 
aL
[8
tl
●

at
 h
e 
th
e 
i暉

四
t 
of
=o
l“

lo
●

su
re
 m
 l
■

刊
●●

1“
t,
an
3●

に
si
m

fr
on
 S
●
nt
 n
o 
da
tt
は

o7
●

21
03
1●

11
:`
2σ

13
0)
:,
SO
●

'■
ィ
0陥

蝙
th
 O
rg

mi
2r
io
n 
lt
i3
ur
es
 

■
8c
h 
i鏡

ti
に
、

Pa
M●

:c
 l
11
11
)2
∞

'b
r 
e■

ng
 n
Ot
t 
l●

11

鷲
::
鍬

rt
ti
"/
cI
「

″
80
86
●
/8
1腱

J●
7n
ot
es
7h
l“

_J
ゅ

い
田
」 「
83
脚

蝉
l1
77
1●
/崚

t 
ht
●

|

・
平
成

2:
年

9月
2日

'O
14
字
`=
轟

凛
嗜

f姜
コ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
フ
に
田
す
る
対
●
に
つ
い
て

J

平
咸

21
年

9月
1'
日

ヽ
子l

J 
ha
lt
h 
O′

88
n2
8t
"■

H●
こ
お
け
る
"彙

に
つ
い
て
 (
[R
。

)薔
型
イ
ン
'ル

エ

ン
ザ

0:
":
)2
11
1プ

リ
ー
フ
ィ
ン
グ
ノ
ー

ト
10
J

′ 継
鰍

撻
酬
協
謡

蹴
躙
鵠
暇

名
7う
躍

蝋
宙
ζ冊

器
39
聯
樹‰

な
実
歯

に
口
す

る
輌

'(
研

霊
●

●
= 
"書

仁
)平

成
,1
年

産
鯰

籠
分
狙

研
究

年
重

"ア
●
衡

'平
咸
22
(a
10
)年

3月

`押
谷
仁

ほ
か

暉
生
労
●

II
学

研
究

費
|1
助

'特
別
研
究
■

■
新
型

イ
ン

フ
ル

エ
ン
サ

"彙

に
お
け

る
●
●
●

効
果
的

効
率

的
な
実

饉
に

Bl
す

る
研
寃

“

資
代
●
■
 
押
合

に
〉

平
成

21
年

■
13
情

分
担

睛
,年

底
l1
7●

=書
平

成
22
(2
0!
0)

年
3月

-1
-

（ 絣 畔 ）

０ ● ０ ０ ０ ■ ）

２ く ● “ ０

とヽ

，

０

「 Ｃ
，

Ｃ ゛
，

キ ヨ ●

Ｚ 一 ６ ● ６

Ｃ ● こ つ ０ ヨ く ●

Ｈ
，

じ ● 一

い Ｌ 黒 】 ヨ ●

２ ● ５ ３

０ コ
，

９

く ０ ● ０
，

Ｄ ３ ｏ

ス ロ
，

● ０ ● １ ●

０

， ，
Ｃ ● ―

Ｚ ● ０ ● つ ０

ヽ こ ●
，

一

２
，

●

０ ご̈

０ ２ ０ ●

‘ ヽ
ハ Ｖ ∽ ● ８ ●

０ ● 本 当

ス ０ ０ ●

工 く
，

ｖ ０

ェ ３̈ ユ ¨

↓ Ｏ Ｘ Ｃ ゛ ７ 〓 ヨ ●

■̈ ● ０ ●
，

■ ゴ ０

く 螢 ョ Ｏ ｃ ｃ Ｏ コ

「 Ｃ
，

Ｃ ● ズ ●

ス ０ ９ ｙ 〓 ョ う

０

，
一 う ０ １ ●

ヽ ・ ゛ ●

φ 〓 〓 う ０ ↓ ■ ０ ズ ” σ ● ２ 〇 一 ”
，

■ ｒ Ｏ ● ）^ Ｚ ｍ ● （ ● 〉 ● ‘ 一 ● Ｏ Ｎ Ｅ ｏ 一 ‘ Ｏ Ｌ り ヽ 一 こ Ｏ Ｃ ヨ ” 〓 ● ● ヨ ● 一 ● 一 ュ ● ０ ヽ

（ ψ 針 ）



摯詢OJ定を0 6-2日 としている。“

(2)戯 tH/1nf● ●tia“ Priodに ついて

X感榮可佗用mと も言う
※感彙性用については 二次感摯を起こしうる期国という定薔であり これは菫餞観察ができな

い■,で あるため 明確に規定されることは少ない。

O WHOは 、■節性インフルエンザの知見を根拠に、パンデミックインフルエンザの感姜性

用の想定を大人で0日 としてし`る (り 児ヽは通工)."

O C8uCh日 Oz Sら は、過去0知見を根拠に、一定のモ7~jレを用いて、準飾性インフルエンザの

感桑性期を平●0 8日 (05鸞 :re 1 4 61)と 推定している。°

O C● CIよ 、キ節性インフルエンサの知見を根撼に、蜂●インフルエンザにハlNl)の儘彙性

鋼を発生|1日 から■壼●7日 と泄定している."   ´

(3)Vi713●曖Ⅲ

“

Tl●3/ウイルス薔出期日につ0て
O WHOは 、

"rratら
のレビユーにおいて、■腟内清卜■による野

=絆
のB聖インフルエン

サウイルス撻薔後 8日 日に対●者の20%に当たる0人がウイルスを排出していたとの研

究がある一方で、A型のインフルエンザ岬 )ウイルス接饉後9日 目にウイルスを排出し

ていたとの研究もある、としている。節

O WHOは 、|‐ Ottoら のレビユーにおいて、インフルエンザBI11)ウ イルスのRNAl■量

― E息者の気■から検出されるが、十分●データはなしヽ、としている。́

O WHOは 、Carratら の●19において、インフルエンサウイルスの場山用口を平均4 8日
と菫定されていることを示している。″

O COCは 手

"性
インフルエンザの知■を根腱に、インフルエンサウイルスの機出期口を、

1解情¨

、その後は
'■

0前日から奎壼後6-7日 と推定している

O CerratFら は、対●●●フ0人におけるインフルエンサウイルス藝出期日の平
'デ

ータを

楓墨に、二薔性インフルエンザのウイルス
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O 押谷らは 積極的学校閉鎮の実施期間については、0自 から7日 同が必要であり、その実
施に当たって考慮すべき事項として、1)学校闘Jを行つた■合のlL●への社会|1経済的
影響 2)ll城 へ●感葉拡大を抑えるために他の対策も同時に行う必要性 0)学校日■
中に■掟が接触する機会 (スポーッ大会 塾など)の

“

E●必要性 をあげている。'

〈早期からの■場にわたる積極的学螢間螢)

0 数学的モデル研究の中には、12週間の学校用菫も含めた社会距麟戦略(8tC131 d 8tencing)
対策を行つた,合、口蟷時期によつては その対策中止後に 実施しない嬌台と殆ど同じ
裡鷹の 表行のビークを11き起こすものがあることを示すものもある.:。

(流行のビークにおける猛極的学校間螢)

0 薔

“

力鼈 大した後の、学校沐業の効果については、明らかになつてしヽない。しかし、数学
的モデルからは 流行が拡大した (L=ter st8g3 0f 8 p舗 ‐ lc)時期に哺摯 検薇ユ●抗
インフルエンザ薬といつた他の感業拡大防止贅とともに 地域全体での学校休キを行うと
(3Xten“

`s“
m[c[osural、 一定の条件の下では 流行のビークの時期を通らせると共に

そのビークの言さを低くすることが示されている。・ し

2 ■●的攣餃目■について
0 2000年 の新型インフルエンザ lA/H:‖ いの

=行
時においては 椰■府県における休拿

"日のうち 量も多かつたのは7日日 (17都 道府籠,、 次に4曰口 (1 011ttF県 )と なつ
ている。''

0 2009年 の新型インフルエンザlA/Hl11)の 議,崎におt｀ては ●■府県における体機の
目安のうち 最も多かつたのは、「複数学年で学年腑饉J(18,道府保)次に 子学年を超
えてE集拡大のおそれ」(12都道府県)と なつている。“

0 福見らは、アジアインフルエンザ当時の東京都の公立小学崚において体悛月日が0日 0■
合には再林薇率が35 7%、 4日の場合には26 5“なのに対して、6日 mの■合に
は6 496と低いことを幸げている。も

0 自宅●●コロについて

(1,IA●彙鰤 blt P3"“ について
X非感豪Inと も言われる。また 多くの研究においては■伏躙mと 同じとされる.

O WHoは 、手壼性インフルエンザの知見を4E拠に バンデミックインフルエンザの力伏感

'"●にほか

'ま
労●科手研究費鶴勁金特別研究0■ 新コインフルエンザ対策にお1,る 摯査の効果的

"Ⅲ
"な

実鮨にllする研究 (研究代表■ 押谷仁〉平成 21年壼■糧 分担研究年底綺711骨■ 平成 22て2110)

年3月
■

“
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「 平成 2'年 0月 1'日文椰科学省スボーツ 青少年局学校撻
=敬

青凛事薔連絡「新型インフルエンザに関する

"応
について 〔情崚掟螢〉J

・ 平咸 21年
'月

,7曰 文節科学省スポーツ ■少年月中崚優燎薇青諄事務連絡「新型インフルエンザにllす る

対

`に

ついて

“

錮えよ)J
｀

41見

"摯

ほ力ヽ・ 7ジアがぜ証行綸 :A2イ ンフルエンプ

"行

の記暉 :"71950・  日本公豪

"生

超会`1960
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°
出 躍笠翌盤翌 鯉 :粘胸塑喫幽Ш

O wHOは 、西浦のレビューにおいて.1918年 のパンデミックインフルエンサ0潜供

"の平均を1 4曰 と推定してし`る.3

。

…

1喫習蹴摯に■インフルエンザ岬
"¨

よ珈を

°
」蹴継慮召1鴇鷲躍聖盟亀野Ъ踊認畠馴晏よ∬晶与:
大
'0日

)と確定 している。'7

°
4墨吾 ♯

iざ鼎ムTl満霊

`酷
:`三書卍:9昔會雷ま

0 ●ソ

“

1■ らは、ロインフルエンザぶW:)の ヒトーヒト感豪の4=輌から ●インフルエン

免 潔 袈 譜 評
調 を,それぞれ3-4日 、45日 、B9日 ■

`

(5,世R間隔 (“ri■ !interval)/世 代ll口 ll‐78tiOn ll●3)について

ッntti管1:,畢糀ィ
(磁手ぎ11子

ヒ
鍛 こぜ慧1'liお

けるイン刀にン

O H170tW Iら は、手椰性インフルエンザの知見を構拠に、世書内におけるインフルエンチ

の世代時口を平均 4 0日 としている。・

°
明 践 筋i酬酬 [ζιr」」?1精船 、伊

帥 る―

0 10:gen O‖ らは、新型インフルエンザ l●
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定している。し

0 菅谷らは 季節性インフルエンザの如冤を,ユに,抗インフルエンザウイルス菫 (ノ イラ
ミニダーゼ暉書菫)の内阻をした81と しない絆を比較したII合、■塾

"日
については内菫

rにおいて来内腱llよ りも有tに短くなつたが、ウイルス彗出
"間

については面●に●I
な差はなかったとしている.■熱翔口 (3'Sヽ 以上)につしヽては、タミフル内菫辟では

〈120ま120時口)、 リレンザ内●●では 〈

“
'■

14311田 )、 ネ内艘■では (610士 l● 6

時日)で あつたとしている。お

O D輛
“

FSら は 新奎インフルエン
'α

川1“ !)の知見を櫻拠に、新型インフルエンザ

(A/Hl11)0ウ イルス機山鋼間を晏痣前日から
'壼

饉5-7日 口 児ヽ 免●不全●奢では通

■)と 推定している.1'

O wHOlま.発壼●8日 の新笙インフルエンザ

“

パ:11)0●■の1396に おいてこ腱粘蟄の
スワプから嗜簗性●あるウイルスの検出が認められ、また小児におしヽて感彙性のウイルス

が検出されなくなるまで髯艤後最大6日 かかる、としている。お

(4)力伏

"レ

:岡●ation Pcri●dにつt“

O W"0ま .■●性インフルエンザの知見を組■に、バンデミックインフルエンザの澤伏期
の趙定を、 1-3日 としている。わ

0

0

0 08WO● I FSら は、新エインフルエンサα川1"1)の 知見を綱いに、麟型インフルエンザ
(Aハ !●11の静壼麟を2-7日 と推定してtヽるが ■

"情
報が必菫であるとしている。m

CDCは、新型インフルエンチ (A/Hl‖ つの知■を根塾に、
膚快

"を
1-4日 (■大 1■ 日)と推定している.い

CDCは 新型インフルエンザ(A/Hlll)の 知■を櫃機に、新型インフルエンザα川1■ 1)の

■伏期を1-4日 (平均 2日 )と雄定している。鋭

L3881er Jら は 新型インフルエンザ0川 1‖ 1う の知見を根拠に 新型インフルエンサ
(A/Hlll)の 増伏期を平均1 4日 (951e![l o 1 81)と ,定 してtヽる。"
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1 附帯沐機における基本的人権の尊重に関する指摘

ンフルエンザ等対策特別措置法案に対する附帯決議(平成24年3月 28

三 本法の規定に基づく私権の制限に係る措置の運用に当たっては、その制限を必要最小限のものとするよう、十分に

留意すること。

②新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対する附帯決議(平成24年4月 24日参議院内閣委員会)

十七、新型インフルエンザ等対策に係る不月風申立て又は訴訟その他国民の権利利益の救済に関する制度について

は 、

～新型インフルエンザ等対策特別措置法～

(基本的人権の尊重)

第五条 国民の自由と権利力1尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民のЁ

由と権利に制限が加えられるときであつても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限の

ものでなければならない。

2新型インフルエンザ等対策特別措置法における措置

①検疫のための停留施設の使用 【法第29条】
②医療関係者への医療等の実施の要請等【法第31条】
③不要不急の外出の自粛等の要請【法第45条】
④学校、興行場等の使用等制限等の要請等【法第45条】
⑤臨時の医療施設の開設のための土地等の使用【法第49条】
⑥緊急物資の運送等【法第54条】
⑦特定物資の売渡しの要請等【法第55条】

3権利利益の救済

新型インフルエンザ等対策特別措置法における措置に関する権利利益の救済については、行政不

服審査法、行政事件訴訟法等で対応することを想定。

海外の参考例

イギリス保健省においては、2007年3月 に「パンデミック・インフルエンザヘの対応政策と計画立案の

ための倫理的枠組み」を公表している。

「′ゞンテミック・インフルエンサ
・への対応政策と計画立案のための倫理的枠組み (イキ

・
リス保健省)」 概要

RespOnding to pandemic inluenza The ethicalframework fcl「 po‖ cy and planning,2007

A尊重

①国民への経続的な情報提供 ②国民の意見を表明する機会を与える ③国民の自己の治療に関する選択の尊重

Bバンデミックが惹起する侵害を最少のものとすること
①海外発生時の水際対策等 ②国民個人の咳エチケット等感染防止策
C公平性

全ての国民の利益が重要であり、全ての国民は医療サービス等を受ける平等な権利を有しており、一部の国民に

異なる処遇を行うためには十分な理由が存在する必要がある。

D協 働
個人レベルの協力、医療関係者の役割、国、地方において事前の行動計画の適切な調整が重要である。

E相 互依存

国民のリスク、負担はできる限り軽減されるべきである。

F均 衡を保つこと

マスコミ等は未知の部分が多い中で誇張、過小とならない情報提供が必要である。

G柔 軟性

国民は自己に影響を与える決定に対して、懸念や反対意見を表明する機会をできるだけ多く与えられる必要があ

る。
H適 切な意思決定

意思決定について①公開性と透明性 ②国民の参加 ③説明責任 ④合理性が必要である。
※川本委員論文「新型インフルエンザ対策と人権Jを基に作成



2009年の新型インフルエンサ
・
(AIHl Nl)発生時のリスクコミュニケーションに問題のあった事例

事例 1)大阪府茨木市

茨木市内のA中学・高等学校の生徒、教職員、その家族が多く感染し

た
=〉 羹讐i嚇 繁 _詞

中傷 (その結果学校再開に当たって必要のない校舎等の消毒を

事例2)東京都

東京都在住の高校生が罹患し、東京都はプライバシー保護の観点から高校生の最終下車駅を公
表しなかったが、結局報道され、個人が特定された。

⇒ 当該高校生、学校への誹謗中傷

事例3)兵庫県神戸市

神戸市内の高校生から国内第1号の患者が発生した。E)学 校への誹謗中傷

論

1周 知・啓発
誹謗中傷は、新型インフルエンザに自分だけは感染しないという誤つた認識から行われることから、新型インフ

ルエンザには誰もが感染する可能性があること(感染したことについて、患者やその関係者には原則として責任は
ないこと)について平時から国民、マスコミと認識を共有することが重要ではないか。

2個 人情報の公表の在り方
個人情報の公表の範囲について、フ

・
ライハ

・
シーと公益性のハランスをどのように考慮すべきか。

3 発生当初の限られた少ない情報(しかも真贋不明情報が飛び交う)の中での国
民への情報提供で、社会不安を抑えるためには、どのような点に注意すべきか。

新型インフルエンザ対策行動計画の記載

情報提供・共有

海外発生期
対策の考え方 :

1)新たに発生したウイルスの病原性や感染力等について十分な情報がない可能性が高いが、その場合は、病原
性・感染力等が高い場合にも対応できるよう、強力な措置をとる。

3)国内発生した場合には早期に発見できるよう国内のサーベイランス・情報収集体制を強化する。
4)海外での発生状況について注意喚起するとともに、国内発生に備え、国内発生した場合の対策について的確な

情報提供を行い、地方公共団体、医療機関、事業者、国民に準備を促す。

国内発生早期
対策の考え方 :

2)医療体制や積極的な感染拡大防止策について周知し、個人一人ひとりがとるべき行動について十分な理解を
得るため、国民への積極的な情報提供を行う。

3)国内での患者数が少なく、症状や治療I二関する臨床情報が限られている可能性が高いため、海外での情報収
集にカロえて、国内での情報をできるだけ集約し、医療機関等に提供する。

※「新型インフルエンザ対策ガイドラインの見直しに係る意見書」P75以降に関係記載あり。



新型インフルエンザ等対策有識者会議運営規則

平成 24年 9月 1¬ 日
新型インフルエンザ等対策有識者会議会長決定

新型インフルエンザ等対策有識者会議 (以下「有識者会議」という。)の運
営については、「新型インフルエンザ等対策有識者会議の開催について (平成
24年 8月 3日 新型インフルエンザ等対策閣僚会議決定)」 に定めるもののほか、
この規則の定めるところによる。

1 議事
(1)有識者会議及び基本的対処方針等諮問委員会 (以下「諮問委員会」とい

う。)は、構成員の過半数が出席 しなければ、議決することができない。
(2)分科会は、構成員及び議事に関係のある臨時構成員の過半数が出席しな

ければ、議決することができない。
(3)有識者会議及び諮問委員会の議事は、出席 した構成員の過半数で決 し、

可否同数のときは、有識者会議の長及び諮問委員会の長の決するところに
よる。

(4)分科会の議事は、出席 した構成員及び議事に関係のある臨時構成員の過
半数で決 し、可否同数のときは、分科会の長の決するところによる。

(5)有識者会議は、有識者会議の長が認める場合は、分科会の議決をもつて

有識者会議の議決とすることができる。

2 議事の特例
有識者会議及び分科会の構成員は、有識者会議の長及び分科会の長の了承

を得た場合に限り、代理人に出席させることができる。

3 会議の公開
(1)有識者会議等は、原則として会議を公開し、又は議事録を公開するもの

とする。ただし、有識者会議等の長は、公開することにより公平かつ中立

な検討に支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があ
ると認めるときは、会議及び議事録を非公開とすることができる。

(2)(1)た だし書きの規定により会議及び議事録を公開しないこととした
場合は、その理由を公表するとともに、議事要旨 (発言者名なし)を公表
するものとする。

(3)有識者会議等の資料は、有識者会議等の長が検討の途中にあるものその

他公開することにより公平かつ中立な検討に支障を及ぼすおそれがある
と認めるものその他正当な理由があると認めるものを除き、公開するもの
とする。

′ |




